
平成24年１月31日 

 

各  位 

 

会 社 名 株式会社 東芝 

 東京都港区芝浦１－１－１ 

代表者名 代表執行役社長 佐々木 則夫

（コード番号：6502  東、大、名） 

問合せ先 広報室長 長谷川 直人

（ＴＥＬ 03-3457-2100） 

 

 

会 社 名 東芝テック株式会社 

 東京都品川区東五反田２－17－２ 

代表者名 代表取締役社長 鈴木  護 

（コード番号：6588  東） 

問合せ先 
総務部業務・広報室長 

 村川 雅彦 

（ＴＥＬ 03-6422-7009） 

 

 

子会社（国際チャート株式会社）の業績予想修正に関するお知らせ 
 

 

 子会社である国際チャート株式会社（コード：3956、JASDAQ）は、別添のとおり、平成23

年5月10日に公表した平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の業績予想

を修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、本件による株式会社東芝及び東芝テック株式会社の連結業績予想への影響は軽微で

あります。 

 

 

― 以 上 ― 
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平成 24 年１月 31 日 

各 位 

上場会社名   国際チャート株式会社 

代表者     代表取締役社長 勝部 泰弘 

 （コード番号 3956） 

問合せ先責任者 執行役員経営管理センター長 

川澄 洋一 

（ＴＥＬ   048-728-8169） 

 

業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 厚生年金基金脱退に伴う特別損失の計上により、平成 23 年 5 月 10 日に公表した業績予想を

下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．平成 24 年３月期通期業績予想数値の修正（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

当 期 

純利益 

１株当たり 

当期純利益 

前回発表予想(A) 
百万円 

3,300 

百万円

120

百万円 

115 

百万円 

100 

円 銭 

16.67 

今回予想値(B) 3,300 120 115 △141 △23.50 

増減額(B－A) － － － △241  

増減率(  ％ ) － － － －  

(ご参考)前期実績 

(平成 23 年３月期通

期) 

3,018 55 62 55 9.29 

 

２．差異の理由 

 本日別途公表の「厚生年金基金脱退に伴う特別損失発生のお知らせ」に記載のとおり、平成 24

年３月末に厚生年金基金脱退時特別掛金として、約 241 百万円の特別損失の発生が見込まれるこ

とから、平成 24 年３月期通期の当期純利益を上記のとおり修正いたします。 

 

 

以  上 
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平成 24 年１月 31 日 

各 位 

上場会社名   国際チャート株式会社 

代表者     代表取締役社長 勝部 泰弘 

 （コード番号 3956） 

問合せ先責任者 執行役員経営管理センター長 

川澄 洋一 

（ＴＥＬ   048-728-8169） 

 

厚生年金基金脱退に伴う特別損失発生のお知らせ 

 

 当社は総合設立型の「埼玉機械工業厚生年金基金」に加入しておりますが、本日開催の取締役会

において、今年度を以って同基金から脱退することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．脱退理由 
① 当社が加入している埼玉機械工業厚生年金基金は総合設立型の厚生年金基金であるため、

上場企業として退職給付債務に関する情報開示が不十分にならざるを得ないこと。 
② 同基金の運用は当社としてコントロールが不能であり、今後の同基金の運用状況によって

は当社業績に大きな影響を与える可能性があること。 
③ 上記①・②を総合的に勘案した結果、当社として同基金より脱退し、今後着実かつ効果的

となる従業員への福利厚生施策の検討を進めていくことが妥当と判断したこと。 
 

２．脱退の時期 
平成 24 年３月 31 日（予定） 
なお、厚生年金基金からの脱退は、平成 24 年２月 22 日に予定されている同基金の代議員

会の同意、並びに、厚生労働省の認可を得る必要がありますので、上記はあくまで現時点に

おける予定となります。 
 

３．業績に与える影響 
同基金からの脱退にあたり脱退時特別掛金が発生いたしますが、平成 23 年 12 月 31 日時点

での脱退特別掛金の金額は、約 241 百万円が見込まれ、平成 24 年３月期において特別損失を

計上する予定であります。 
なお、業績への影響は、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 
また、同基金の規約で、脱退時特別掛金の算定は脱退時の２ヶ月前（即ち、平成 24 年３月

末脱退の場合、同年１月末）の運用状況に基づいて行うこととなっており、その後の年金資

産運用によっては、金額が変動する可能性があります。 
最終確定金額につきましては、同基金からの正式な特別掛金の通知を受け次第、改めてお知

 らせいたします。 
 

以  上 
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